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令和７年５月１０日
自治区長　各位
高齢福祉課長　加納　良宣

行方不明高齢者等に関する取組への御協力のお願い

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃から当市の福祉施策に対し、御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
さて、平成２９年１１月２７日に市、豊田市区長会等との間で締結した「徘徊高齢者等の早期発見等の取組に関する協定書」に基づき、下記の取組への御協力をお願いします。

記

１　認知症による行方不明高齢者等の情報提供について　　　　　　　　　　　　　　　　
　以下の情報を提供しますので、認知症による行方不明者等の早期発見に、可能な範囲で御協力ください。

（１）第一報情報：「かえるメールとよた」で迅速に全ての自治区へ提供
　　①範囲：全ての自治区
②方法：「かえるメールとよた」（各自治区長等に御登録いただく）で迅速に提供
　　③内容：行方不明者の呼び名、年齢、行方不明発生状況の概要（日時・町名）、特徴、
　　　　　　服装、顔写真
（２）追加情報：行方不明者と関係が深い自治区にのみ、「かえるメールとよた」で配信し
　　　　　　　　た方の詳細な情報を提供し、捜索活動に活かしていただく
①範囲：行方不明者の「住所がある自治区」と「行方不明が発生した場所の自治区」
の両区長
②方法：電話連絡（「自治区長名簿」に記載の電話番号）
　　③内容：行方不明者・家族の氏名と住所、行方不明発生状況の詳細、家族の電話番号

· 上記に加え、警察から要請がある場合、下表のとおり防災ラジオ、防災行政無線で行方不明者情報を提供しますので、御承知おきください。
	　　
	情報提供する要件
	情報提供する地区

	防災ラジオ
	旧町村地区で発生した事案
	小原・藤岡・藤岡南・足助・旭・稲武・下山地区

	防災行政無線
	捜索範囲が限定されており、警察が捜索している又はする場合
	警察が捜索している又はする地区



２　「かえるメールとよた」への御登録のお願い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上記１（１）実施のため、自治区長及び自治区役員の皆様におかれましては、「かえるメールとよた」への御登録に御協力ください。
【登録方法】
案内ちらしに記載の手順に従って登録を行うことが可能です。
登録が困難な場合は、別紙様式「かえるメールとよた利用登録同意書」に必要事項を記入の上、高齢福祉課までメール、ＦＡＸ等でお送りください。
　※「かえるメールとよた利用登録同意書」は自治区長及び自治区役員様の専用の様式と
なりますので、自治区民の皆様への回覧は御遠慮ください。＜裏面に続きます＞

３　行方不明対策事業の周知について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行方不明対策5事業の案内ちらし（別紙「ご家族が行方不明になることが心配な方へ」）を回覧していただける自治区がありましたら、７月に郵送させていただきますので、　　お手数ですが、6月末までに高齢福祉課まで御連絡ください。御協力よろしくお願い　　します。

当市では、行方不明対策事業として、①徘徊高齢者・障がい者等事前登録制度 ②認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 ③見守り安心マーク ④ＧＰＳ機器補助制度　⑤かえるメールとよた を実施しております。
上記事業は、高齢福祉課及び地域包括支援センターで申込みができるため、必要な区民の方がいらっしゃいましたら、自治区長様からも御案内いただけると幸いです。

参考）徘徊高齢者等の早期発見等の取組に関する協定書（関連事項を抜粋）　　　　　　　
（目的）
第１条　この協定は、認知症若しくは認知症の疑いのある高齢者又は障がい者で、行方　　不明となっている者（以下、「徘徊高齢者等」という。）の早期発見、行方不明事案の　　　防止及びその家族等の支援に関する取組について定める。なお、・・・
別紙）徘徊高齢者等の早期発見等の取組に関する協定書　各自の実施事項
	実施者
	実施内容

	甲
（豊田市）
	(1) 丙及び丁を通じて徘徊高齢者等の早期発見のための情報提供をその家族等から受けたとき、徘徊高齢者等の早期発見に資する情報を「かえるメールとよた」等で乙、戊及び己に提供し、徘徊高齢者等に係る現認情報を甲又は所轄の警察に提供するよう求める。
(2) 丙及び丁を通じて徘徊高齢者等の家族等から提供された行方不明事案の防止のための情報を活用し、行方不明事案の防止に向けた対策を講ずる。

	乙
（豊田市区長会）
	(1) 「かえるメールとよた」について、自治区内での回覧等を活用して登録者数の増加に努める。
(2) 甲が提供する徘徊高齢者等の早期発見に資する情報を活用した早期発見、行方不明事案の防止のほか甲が実施する認知症に関する取組等に可能な範囲で協力する。

	丙
（愛知県豊田警察署）及び丁（愛知県足助警察署）
	(1) 徘徊高齢者等が行方不明になった旨の届出をその家族等から受けたときは、徘徊高齢者等の早期発見及び行方不明事案の防止のため、甲への情報提供を勧奨し、家族等が希望するときは、甲が別に定める様式に記載させ、甲に徘徊高齢者等の情報を提供させる。
(2) 行方不明者届を受理していない徘徊高齢者等を保護したとき、行方不明事案の防止のため、家族等に告知した上で、必要に応じて甲に徘徊高齢者等の情報を提供する。

	戊
（ひまわりネットワーク株式会社）及び己（エフエムとよた株式会社）
	(1) 甲の依頼があったとき、自らが管理する放送設備を使用して、視聴者及び聴取者に甲が配信する「かえるメールとよた」の内容を周知し、徘徊高齢者等を現認したときにその情報を甲又は所轄の警察署に提供するよう促すための放送を可能な範囲で行う。
(2) 甲、乙、丙及び丁が実施する認知症に関する取組等の広報について、可能な範囲で協力する。


＜問合せ先＞　　　
豊田市　福祉部　高齢福祉課
　包括・認知症担当　山本・後藤
電話　３４－６９８４

